
国土交通省共済組合貸付概要一覧　 （R６．４．１現在） 
貸付の種類   貸　 付　 限　 度　 額注１ 弁済期間   年利注３ 貸　 付　 事　 由 （　 備　 考　 ） 上段申込時添付書類／下段事後提出書類 補　 足

  　 注２    日常生活における臨時の支出                            　    注５ 
 一般貸付 月収額の ６月分 相当額  ９０月以内  － 組合員期間が６月以上の
普   借用証書 者(医療貸付及び災害 
      物資の購入に要する費用の支出 ★購入単価2万円以上かつ合計金額が1 契約書､見積書の写

注４
貸付については､この限 

通      0万円以上の耐久消費財等の購入費用 りではない) 
 物資貸付 月収額の６月分相当額  ９０月以内 ４．２６％ (転売､投資目的不可)  
貸   借用証書　 領収書等  
   元金均等返済のみ可で
付  月収額の６月分相当額 普通貸付 と特 別 ９０月以内  他の貸付事由に属さず､本部長が ★事例毎に支部長から本部長へ上申し､ 本部長が指示する書類 元利均等返済は不可 

特認貸付 (原則) 貸 付 の 合 計 は、 (原則)  特に必要と認める事由 個別に本部長の承認を要する  
本部が決定 月収額の20月分 本部が決定 (要事前調整) 借用証書　 本部長が指示する書類  

     注２    教育に要し､学校等教育機関への ★受験料、入学金､授業料、学校が統一 学校等の願書（受験料欄等）の写 期末手当(6、12月)返済 
  月収額の14月分相当額  １４０月以内  就学の準備、就学又は就学の継続 的に指定する制服・鞄・教材等の購入費 入学許可書､在学証明書､請求書等の写　 　 　 　 　 　 　 　 　  併用可能 
特 教育貸付 ※１回毎の貸付について   のために要する費用の支出 用、通学定期の購入費用、就学に伴う移  続 (貸付金額の1/2の範囲) 
 　 月収額の６月分相当額   (組合員､被扶養者､被扶養者以外 転費用等 (受験のための交通費、ﾎｰﾑｽ 借用証書　 領収書等  
   の組合員の子) ﾃｲ費用､通学のための下宿費用、ｶﾙﾁｬｰ  
 ※  ｾﾝﾀｰ、ｸﾗﾌﾞ費用､PTA会費等は除く) 貸付翌月から返済開始 
別   従前に貸付を受   結婚に要する費用の支出 ★披露宴､結婚式､新婚旅行に要する費 結婚の事実を確認する書類の写 (利息は貸付翌月から返
   けている阪神・淡 ９０月以内  (組合員､被扶養者､被扶養者以外 用､結納金等 (列席者の旅費､新居の引 契約書､見積書の写

注４
 　 　 　    続 済最終月まで徴収､但し、

 結婚貸付 　 月収額の６月分相当額 路大震災及び東  の組合員の子) 越費用等は除く) 借用証書　 領収書等 貸付月に全部の弁済をし
 日本大震災に関  た場合は１月分の利息を
貸 する災害貸付に  徴収） 
   つ いては 、20 月   １．１６％ 医療又は介護に要する費用の支出 ★出産（医療行為を伴うものを除く）費 診断書､処方箋等の写  
   分から除外する １２０月以内 (組合員､被扶養者､被扶養者以外 用、美容外科及び美容整形費用､介護福 契約書､見積書の写 　 　 　 　      
 医療貸付 　 月収額の12月分相当額 の組合員の配偶者､子､父母､義父 祉施設への入居月額費用等は除く 要支援・要介護認定区分証明書類の ※退職手当が支給されな
付 母) 写、障害者手帳の写            　 い組合員は貸付不可 

公的助成額を証明する書類の写 続  
借用証書　 領収書等  

※任意継続組合員及び
　 継続長期組合員は貸

   葬祭に要する費用の支出 ★生前に準備する組合員自身の墓地､墓 死亡診断書､埋火葬許可書等の写 　 付不可 
  ９０月以内 (被扶養者､被扶養者以外の組合員 石､戒名に要する費用､列席者の旅費､仏 契約書､見積書の写 　 　 　 　    続  
葬祭貸付 　 月収額の６月分相当額 の配偶者､子､父母､義父母) 壇購入費用等は除く 借用証書　 領収書等 

 

  １２０月以内 災害時に住居､家財に被災した際 ★一般的な交通事故､盗難により被害を 罹災証明書(公的証明書)等の写 
  １２月以内据置可 の支出 被った場合や被災事実を客観的に証明 契約書､見積書の写 　 　 　 　    続
災害貸付 月収額の12月分相当額 ※利息は毎月徴収 (組合員､被扶養者､被扶養者以外 できない場合は除く 借用証書　 領収書等 

(新規最低保障70万円) の組合員の配偶者､子､父母､義父  
母)

 
　 注１ 貸付限度額＝同じ種目の貸付について､従前に貸付を借り受けた分を完済していない場合は､その貸付残高を貸付限度額から差し引きます｡ 
　 注２ 月収額＝貸付金申込時点の俸給、俸給の特別調整額（本府省業務調整手当は除く）、初任給調整手当、扶養手当、研究員調整手当及び地域手当 原則として､支払った後の費用に対する貸付は行いません｡費用を支払う前にご相談下さい｡ 
　 　 の合計額です｡ 報酬からの弁済のみを行う場合　 報酬からの弁済額（弁済元金に支払利息を加えた額、以
　 注３ 年利＝貸付を借り受けた(貸付金交付)時点の利率が､返済期間中全期間に渡って固定されます｡ 下同じ）の合計額が俸給に１００分の３０を乗じて得た額を超えるときは貸付けを行うことがで
　 注４ 契約書､見積書の写＝費用内訳､相手方(支払先)､支払期限等が確認できる書類を指します｡ きません。 
  注５ 組合員期間＝引き続く組合員期間であり､期間業務職員、任期付職員は当該組合員としての引き続く組合員期間となります。 報酬及び期末手当等からの弁済を行う場合　 弁済額の合計額が次のイ又はロに該当す 
　 注６ 続＝組合員以外に係る費用に対する貸付の場合､被扶養者であれば組合員証(写)､被扶養者以外の場合は続柄を証明する書類が必要となります｡ る場合は貸付けを行うことができません。 
　 注７ 借入れの申込みの時において、自己の都合により退職した場合に国家公務員退職手当法により算定された退職手当に相当する額です。 イ　 報酬からの弁済額の合計額が俸給に１００分の２５を乗じて得た額を超えるとき 
  ロ　 期末手当等からの弁済額の合計額が俸給に１００分の１５０を乗じて得た額をこえるとき

 

 ◎上記は概要です｡詳細は共済組合各支部及び各所属所貸付担当へお問い合わせ下さい｡ 
 
 


